
市民税所得割額の見方 

①特別徴収（事業所等に勤務し、給与から市県民税が天引きされている場合） 

【給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知（納税義務者用）】 

 

②普通徴収 

【市民税・県民税 納入通知書】 

 

（摘要）に※住宅借入金等控除・配当国所・外国税額控除・寄付控除

がある場合は、「所得割額⑥」に加えた額で判定します。 

（税額控除等）に※住宅借入金等控除・配当国所・外国税額控除・寄

付控除がある場合は、「所得割額」に加えた額で判定します。 


